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議第７５号 

美濃加茂市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を下記のとおり制

定する。 

  令和６年１０月２１日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

                  記 

美濃加茂市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市福祉医療費助成に関する条例（昭和５９年美濃加茂市条例第２５号）

の一部を次のように改正する。

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 母子家庭等の母及び児童 前号に該当

する者以外の者で、母子及び父子並びに寡

婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第

６条第１項に規定する配偶者のない女子

のうち、１８歳未満の児童（満１８歳に達

する日以後における最初の３月３１日以

前の者をいう。以下同じ。）を現に扶養し

ている者及び当該１８歳未満の児童並び

に同法附則第３条第１項に規定する父母

のない児童のうち１８歳未満の児童で、次

に掲げる要件のいずれかに該当するもの

をいう。 

イ １８歳未満の児童を扶養している母

(4) 母子家庭等の母及び児童 前号に該当

する者以外の者で、母子及び父子並びに寡

婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第

６条第１項に規定する配偶者のない女子

のうち、１８歳未満の児童（満１８歳に達

する日以後における最初の３月３１日以

前の者をいう。以下同じ。）を現に扶養し

ている者及び当該１８歳未満の児童並び

に同法附則第３条第１項に規定する父母

のない児童のうち１８歳未満の児童で、次

に掲げる要件のいずれかに該当するもの

をいう。 

イ １８歳未満の児童を扶養している母
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又は養育者（母がない場合又は母が扶養

しない場合において、１８歳未満の児童

と同居してこれを監護し、かつ、その生

計を維持する者をいう。以下この号にお

いて同じ。）の前年の所得（１月から１

０月までの間に受ける福祉医療費につ

いては、前々年の所得とする。以下同

じ。）が児童扶養手当法施行令（昭和３

６年政令第４０５号。以下「施行令」と

いう。）第２条の４第２項に定める額（児

童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８

号）第９条第１項に規定する児童の養育

者にあつては、施行令第２条の４第６項

に定める額）未満であり、かつ、１８歳

未満の児童を扶養している母又は養育

者の配偶者及び扶養義務者（当該母と生

計を同じくする者又は当該養育者の生

計を維持する者に限る。）の前年の所得

が、施行令第２条の４第７項に定める額

未満であるとき。 

又は養育者（母がない場合又は母が扶養

しない場合において、１８歳未満の児童

と同居してこれを監護し、かつ、その生

計を維持する者をいう。以下この号にお

いて同じ。）の前年の所得（１月から１

０月までの間に受ける福祉医療費につ

いては、前々年の所得とする。以下同

じ。）が児童扶養手当法施行令（昭和３

６年政令第４０５号。以下「施行令」と

いう。）第２条の４第２項に定める額（児

童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８

号）第９条第１項に規定する児童の養育

者にあつては、施行令第２条の４第７項

に定める額）未満であり、かつ、１８歳

未満の児童を扶養している母又は養育

者の配偶者及び扶養義務者（当該母と生

計を同じくする者又は当該養育者の生

計を維持する者に限る。）の前年の所得

が、施行令第２条の４第８項に定める額

未満であるとき。 

ロ （略） ロ （略） 

(5) 父子家庭の父及び児童 前２号に該当

する者以外の者で、母子及び父子並びに寡

婦福祉法第６条第２項に規定する配偶者

のない男子のうち、１８歳未満の児童を現

に扶養している者及び当該１８歳未満の

児童で、次に掲げる要件のいずれかに該当

するものをいう。 

イ １８歳未満の児童を扶養している父

の前年の所得が施行令第２条の４第２

項に定める額未満であり、かつ、１８歳

未満の児童を扶養している父の配偶者

及び扶養義務者（当該父と生計を同じく

する者に限る。）の前年の所得が、施行

令第２条の４第７項に定める額未満で

あるとき。 

(5) 父子家庭の父及び児童 前２号に該当

する者以外の者で、母子及び父子並びに寡

婦福祉法第６条第２項に規定する配偶者

のない男子のうち、１８歳未満の児童を現

に扶養している者及び当該１８歳未満の

児童で、次に掲げる要件のいずれかに該当

するものをいう。 

イ １８歳未満の児童を扶養している父

の前年の所得が施行令第２条の４第２

項に定める額未満であり、かつ、１８歳

未満の児童を扶養している父の配偶者

及び扶養義務者（当該父と生計を同じく

する者に限る。）の前年の所得が、施行

令第２条の４第８項に定める額未満で

あるとき。 
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ロ （略） ロ （略） 

(6) （略） (6) （略） 

附 則 

この条例は、令和６年１１月１日から施行する。 
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議第７６号 

令和６年度美濃加茂市一般会計補正予算（第４号） 

令和６年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５３，８２７千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２４，６５５，２０７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

令和６年１０月２１日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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第 　２　 表 繰　越　明　許　費　補　正

千円

9 5 社会教育費 10,129

（追加）

款 項 金　　額事　　　業　　　名

生涯学習センター施設維持管理事業教育費
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